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宮代町こども医療費支給に関する条例 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）こども １８歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある者をいう。 

（１）こども １５歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある者をいう。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

（５）現物給付 次条に規定する対象者が健康

保険法（大正１１年法律第７０号）第６３

条第３項各号に規定する病院若しくは診

療所又は薬局等で一部負担金の支払いを

求められず、町が対象者に代わって医療費

を当該医療機関等に支払うことをいう。 

 

（助成金の支給） （助成金の支給） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項の規定による対象のこどもの医療費

の支給期間は、通院に係るこどもの医療費に

ついては対象のこどもが１５歳に達する日

以後の最初の３月３１日まで、入院に係るこ

どもの医療費については対象のこどもが１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

でとする。 

２ 前項の規定による対象のこどもの医療費

の受給期間は、対象のこどもが１５歳に達す

る日以後の最初の３月３１日までとする。 

（支給の方法） （支給の方法） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、埼玉県内

の医療機関等が現物給付を実施する   

   場合には、こども医療費を代わって当

該医療機関等に支払うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、対象のこ

どもが、町長の指定する医療機関等で医療を

受けた場合には、こども医療費を代わって当

該医療機関等に支払うことができる。 

３ （略） ３ （略） 
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宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

（支給の方法） （支給の方法） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、埼玉県内

の医療機関等が現物給付（対象者が健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３

項各号に規定する病院若しくは診療所又は

薬局等で一部負担金の支払いを求められず、

町が対象者に代わって医療費を当該医療機

関等に支払うことをいう。）を実施する場合

には、一部負担金等を代わって当該医療機関

等に支払うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、受給者が 

町長の指定する医療機関等で医療を受けた  

                      

                      

                      

                      

                   場合 

には、一部負担金等を代わって当該医療機関

等に支払うことができる。 

３ （略） ３ （略） 
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 宮代町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 新旧対照表 

（下線部分が改正部分） 

改   正   案 現       行 

（支給の方法） （支給の方法） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、埼玉県内

の医療機関等が現物給付（対象者が健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３

項各号に規定する病院若しくは診療所又は

薬局等で一部負担金の支払いを求められず、

町が対象者に代わって医療費を当該医療機

関等に支払うことをいう。）を実施する場合

には、ひとり親家庭等医療費を代わって当該

医療機関等に支払うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、町は、受給者が、

町長の指定する医療機関等で医療を受けた

                   

                   

                   

                   

                 場合

には、ひとり親家庭等医療費を代わって当該

医療機関等に支払うことができる。 

３ （略） ３ （略） 
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